












   ２０２６年度 A日程 刑法出題趣旨 

 

１．Xの罪責 

 

①－１ Aに睡眠導入剤を混入したウィスキーを飲用させ、眠り込んだ時点で車両に乗せ川

に転落させ溺死させようとしたところ、車両に運び込んだ時点で発覚し失敗に終わった点 

→殺人未遂の成否が問題となる（２０３条・１９９条） 

 殺人の実行の着手時期 １５点 

 本件事実関係へのあてはめ １０点 

 

①－２ ①－１の計画が、Aを殺害することにより、A に代わって経営者としての地位を継

承するためのものであった点 

→上記①－１につき、利益強盗殺人未遂の成否が問題となる（２４３条・２４０条後段・

２３６条２項） 

 財産上の利得／利益の「強取」 １０点 

 本件事実関係へのあてはめ ５点 

 

② ①－１の遂行に使用する目的で、C 所有に係る車両を無断で乗り出した点 

→窃盗罪の成否が問題となる（２３５条） 

 不法領得の意思の内容 １０点 

 本件事実関係へのあてはめ ５点 

 

③ 罪数関係（４５条） ５点 

 

２．Yの罪責 

 

Xが①－１の犯行に及ぶに当たり、本件計画の全容について認識を欠いたまま、Xと意思を

通じて、Aに対し、上記睡眠導入剤が混入されたウィスキーを合成麻薬が混入されたとの認

識の下で飲ませ意識を喪失させるに至った点 

→殺意を有する者と有しない者の共同正犯関係が問題となる（２０４条・６０条） 

 共同正犯の成立範囲 １０点 

 本件へのあてはめ １０点 

 

＊その他論述面で評価する点がある場合（５点を限度に加点） 



A日程 憲法 出題趣旨 

 

本問では、2024年の公職選挙法改正で加わった、ポスター規制の諸条項が憲法 21条 1項

の表現の自由に違反しないかが問題になる。  

判例は、公職選挙法の戸別訪問禁止の規定を合憲と判断した事件（最判昭和 56・6・15刑

集 35巻 4号 205頁）で、この規制を間接的・付随的制約だとみて猿払基準（合理的関連性

の基準）を用いて判断した。公職選挙法による選挙運動規制にはこの判決の射程が及ぶとす

ると、本問でもこの基準を用いて合憲性を判断することが考えられる。なお、判例が厳格な

基準を用いない理由について、戸別訪問禁止の規定を合憲と判断した別の判決（最判昭和

56・7・21 刑集 35 巻 5 号 568 頁）で、伊藤正己裁判官補足意見が、選挙運動は各候補者が

選挙の公正を確保するために定められたルールに従って行うものであって、このルールの

内容については立法裁量の余地が広く、憲法 47条はこの趣旨を含むものであると説明した

ことが知られる。これを理由づけとして書くことも考えられる。 

これに対し、学説からは、本問の規制は付随的制約ではなく直接の制約ではないか、また

ポスターという方法に対する規制（内容中立規制）というよりも選挙に関する表現の規制で

ある以上、内容規制（主題規制）ではないか、との批判がなされている。このような分析・

評価を行い、通説の違憲審査基準論を用いれば、上記の判例の基準よりも厳格な基準を用い

て判断することになる。なお、自説として判例・学説いずれの立場をベースにして論じると

しても、問いかけで「必要に応じて、参考とすべき判例や自己の見解と異なる立場に言及す

ること」としている以上、両方の立場に言及することが望ましい。 

基準の適用に関し、規制➀については、これに違反しても罰則はなく、従来からある虚偽

事項公表罪（公職選挙法 235条）等に該当すればこれらの法令の処罰対象とはなりえるもの

の、この定めにより処罰対象が拡大することはないとされていること、また、通常の政策論

争や政治的論争の過程で行われる事実に基づく対立候補や他の政党への追及等は「ポスタ

ーとしての品位を損なう内容」には当たらないとの解釈が法案提案者から示されているこ

とをどのように評価するか、規制➁については、「特定の商品の広告その他営業に関する宣

伝」は、選挙運動のポスター掲示場に掲示するポスターの内容としてはおよそ無関係である

と考えられる点をどのように評価するかがひとつのポイントになるだろう。 

なお、規制➁については、規制➀と同様に選挙運動の規制として論じることも考えられる

一方で、「営業に関する宣伝」を規制するものであることに着目し、営利的言論の規制とし

て構成することもできる。 

いずれにしろ、判断枠組みの定立およびその適用について、論理的かつ説得的に論じられ

ているかがポイントになる。 





A 日程 民事訴訟法問題出題趣旨 
 
〔設問１〕 本問の論点に関して、最判平成 10・4・30 民集 52 巻 3 号 930 頁は、訴訟上の
相殺の抗弁に対し訴訟上の相殺を再抗弁として主張することは許されない、と判示した。こ
の判例の判決理由を踏まえて論ずるのが望ましいが、仮に本判決について正確な知識がな
くとも、訴訟上の相殺の意思表示の実体的効果は、相殺について裁判所が判断することを条
件にして生ずるとの考え方を手掛かりに、相殺の抗弁に対する反対相殺の訴訟手続上の問
題点について、検討を加えてほしいところである。 
〔設問２〕 X の請求の全部棄却判決は、Yの全面勝訴であるから、いわゆる形式的不服説
では、Yに控訴の利益はないことになる。もっとも、請求棄却判決は X の主張する貸金債権
（訴訟物）の不存在を理由にするものと、Y の相殺を理由とするものがあり、後者の場合に
は、Y の控訴の利益を認める必要がある。相殺の抗弁に関する判決理由中の判断には既判力
が生ずる点（法 114 条 2項）への言及が不可欠である。 

以上 



法科大学院2026年度入学者試験  刑事訴訟法：出題趣旨および採点基準 

 

◎ A日程 ： 出題趣旨および採点基準  

 本問で要求されるのは、職務質問および同行の説得にともなう被疑者の留置きという行為に関す

る法の解釈・適用が問題となる架空の事例について、争点となりえる法律上の問題を抽出したうえ

で、その問題の解決に必要な範囲での法の解釈と、解決のために要する法の適用にとって重要な事

実の抽出および意味づけを経たすえの規範のあてはめを論述することである。 

重要な点については、採点にあたって、関連する条文を適示したうえで実質的な解釈も適切に展

開できているのか否かが重視されている。設問１については、警職法1条や2条1項ないし同3項

の解釈とあてはめが問題の中核にあるところ、とくに難しい問題でない。また、設問２については、

刑訴法197条1項などの解釈とあてはめという点が問題の中核にあって、これに関連する範囲で検

討を要する事項が判例や学説に即して論じられるべきである。なお、統一・一貫した姿勢で問題の

解決にあたっているのかどうかは、採点におけるポイントの１つとなっている。 

論じるべき事項や配点などの詳細については、末尾に示すとおりである。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Ⅰ．設問１について … 計8点 

Ⅰ－１．法の解釈 

１．職務質問の要件 ： 警職法2条1項の要件と効果（｢停止させて質問……できる｣）の解釈 

Ⅰ－２．法のあてはめ 

１．職務質問の対象者に該当するのか否か 

２．当の行為・手段は法に適合するものなのか否か 

Ⅱ．設問２について … 32点 

Ⅱ－１．法の解釈 … 14点 

１．「強制の処分」に関する法（刑訴法 197条1項・憲法31条など）の解釈 

    ： 「強制の処分」該当するのか否かの判断に必要な定義・基準の導出 

      ～ 問題の所在のゆえんを示すのとともに、強制処分法定主義の意義をもとに定義・ 

基準を導出する 

２．行為・手段の相当性に関する法（刑訴法 197条1項本文）の解釈 

 ： いわゆる広義の相当性にかかる基準の設定 

      ～ 判断にあたって考慮される各種の要素・事情も提示する 

Ⅱ－２．法のあてはめ … 18点 

１．当の行為・手段は「強制の処分」該当するのか否か 

      ～ 当の行為・手段の性質を明らかにして基準にあてはめるという態度が要求される 

２．当の行為・手段は相当なものなのか否か 

      ～ 考慮を要する各種の要素・事情に対して評価したうえで、当の行為・手段に 

ついて、その必要性と制約されたＸの権利・利益の程度との衡量をおこなう 



      ～ いわゆ強制採尿令状の請求の手続が開始されたのちの行為であるという点に関連し

て、その手続が開始される前と区別して検討するという見解に立つべきであるのか

否かという立場の問題は問わない（それぞれの立場のもとで適切に論述できれば足

りるものとする） 

※ 下線部②の行為を職務質問の一環ととらえる論述について 

～ 尿の採取のために任意同行を求める過程での行為であることは明確なので、この行

為は捜査の一環ととらえられるべきである。ただし、警職法 2 条 1項・3項にてら

して判断した論述にも、適切であれば一定の評点を与える。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 


